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「フリーランス・事業者間取引適正化等法」

どんな法律？

フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、

①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の

②フリーランスの方の

を図ることを目的としています。

取引の適正化

就業環境の整備



「フリーランス・事業者間取引適正化等法」

誰が守る法律？ フリーランスと取引するすべての事業者が
守らなければならない法律です。

・ウェブデザイナー、プログラマー
・カメラマン
・運送、配達、フードデリバリー
・翻訳、通訳、ライター
・エステ、ネイル
・モデル、俳優、女優
・塾講師、スポーツインストラクター
・内職（家内労働者）
・建設業の一人親方
・工場内の構内下請け など

フリーランスの例



いつから？

２０２４年1１月に施行されました。

ただし・・・

２０２４年１１月１日以降に締結した業務委託に適用されます。

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」



どのような内容？

義務の内容は、７つあります。

①書面等による取引条件の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払い
③禁止行為

④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
⑦中途解除等の事前予告・理由開示

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」

取引の適正化

就業環境の整備



具体的には？

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」

取引の適正化 担当：公正取引委員会・中小企業庁



具体的には？

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」

就業環境の整備 担当：厚生労働省（都道府県労働局）



守らなかったどうなる？

発注業者は、フリーランスが行政機関の窓口に申出したことを理由に、
契約解除や今後の取引を行わないようにするといった不利益な取り扱いを
してはなりません。

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」
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